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教職員の選挙運動に関する通知についての申し入れ 

 

埼玉県教育委員会は６月１４日「教職員の選挙運動等について（通知）」を発し、文部科学省が

通知した 6 月 1 日初等中等教育局長名の「教職員の選挙運動の禁止等について」と題した通知文

書を添付しています。文科省通知文書では「服務規律の確保についても格段の配慮」を要請し、

「非違を犯した者があった時は、厳正な措置をとられるよう」求めています。 

いうまでもなく、国民には、主権者としての重要な権利として政治活動の自由、選挙活動に関

する保障がなされており、教育公務員といえどもその例外ではありません。たしかに、日本の公

職選挙法は、他の先進諸国に比べ選挙活動に関する市民的権利を異常なほど抑制しており、とり

わけ教育公務員の選挙運動については、法令上さらに一定の制約を設けています。しかし、特別

に教職員に対し刑罰によって禁止しているのは、「児童・生徒及び学生に対する教育上の地位を利

用」した運動だけです。 

公務員の選挙活動に対する国民の批判は、業界に対して利益誘導を図るなど公務員の地位を悪

用したものや役所ぐるみでおこなっている選挙活動、あるいは、労働組合の特定政党支持おしつ

けによる選挙活動などに対するものであり、一般の公務員が憲法等に保障された市民的権利を行

使しておこなっている選挙活動に対するものではありません。 

ところが、これまでの文部科学省通知等によれば、法令上の制限を拡張解釈して誇大に宣伝し、

あたかも教育公務員は選挙活動の一切が保障されていないかのように描き出されています。これ

は、法令にも抵触していない正当な選挙活動を抑圧し、憲法に保障された基本的人権をないがし

ろにするものです。 

私たちは、憲法が保障する選挙活動の権利を擁護する立場から、以下のことについて緊急に申

し入れるものです。 

 

記 

 

１、法令上の禁止事項を拡張解釈し、教職員の権利を抑圧する文科省「通知」の撤回を申し入れ

ること。 

 

２、憲法で保障された教職員の正当な選挙活動の自由を保障する立場に立った行政を行うように

文部科学省に申し入れること。 

 

３、埼玉県教育委員会としても、教職員の正当な選挙活動を保障すること。 


